
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 消費税の平成15年度改正 

Ｑ：ニュースで「消費税がかかる売上高が

１千万円に引き下げられる」と聞きました。 

 当社は売上高が毎期２千万円程度ですから、

改正されたら消費税を納めなければなりませ

んが、いつから消費税がかかるのでしょうか。

当社は３月決算です。 

 

Ａ：貴社の場合、平成17年３月決算期から

消費税がかかることになります。 

【解説】 

 現在、消費税は、基準期間（その事業年度

の前々事業年度）の課税売上高が３千万円を

超える事業者について、消費税を納める義務

を課していますが、今年度の税制改正によっ

てこの３千万円という金額が１千万円に引き

下げることとされています。 

 これによって、消費税を納めなければなら

ない事業者がぐんと増えるわけですが、対象

となる事業者にとってはいつから消費税かか

るのか気になるところです。 

 これについては、平成１６年４月１日以後

に開始する課税期間について適用するとされ

ていますので、３月決算の会社でしたら平成

１７年３月決算期から消費税を納めなければ

ならないことになります。 

 なお、消費税がかかるかどうかは、その事

業年度の課税売上高ではなく、基準期間の課

税売上高で決まりますので、平成１７年３月

期の課税売上高が１千万円を超えていなくて

も、基準期間の課税売上高が１千万円を超え

ている場合は消費税を納めなければなりませ

んので注意して下さい。 
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